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6-9  育児休業 

 

 

一歳未満の子を養育する労働者（男女を問わない）は、一定期間(*)の育児

休業を事業主に申し出ることができる（第 5 条 1 項）。事業主は、申し出を拒む

ことはできない（第 6 条 1 項）。 

育児休業の申し出は、原則として、一人の子について一回、一つの連続し

た期間とされている。申し出は、(原則)休業開始の 1カ月前までに書面等で

行う。なお、図表 6-10に示すように、一定の範囲の労働者は育児休業の対象

から外すことができる（一定要件を満たす有期雇用契約者は育児休業の申し出が可能であ

る）。但し、21年改正で、労使協定による専業主婦（夫）除外規定及び内縁の

妻等が子を養育できる場合の除外規定は廃止されている（第 6 条､則 7 条）。 
 

(*) 育児休業期間は子が出生した日から１歳に達する日（誕生日の前日）までであるが、保育所

に入所を希望しているが入所できない場合等の「特に必要と認められる場合」に限っては子が 1

歳 6 カ月に達するまで育児休業の取得が可能となった（第 5 条 3 項）。父母がともに育児休業を

取得する場合、１歳２か月（現行１歳）までの間に、１年間育児休業を取得可能となった（第 9

条の 2）。 

育児休業中の賃金は、育児・介護休業法には規定がないから、事業場の賃

金規定等の定めによる。ただし、雇用保険から休業開始前賃金の 40％（平成

21年改正の暫定措置として当分の間、50％）が「育児休業給付金」として支

給される。 


